
規

則 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
及
び
埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨

励
費
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
及
び
埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修

学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（備考）１ 生徒の氏名、生年月日等は、戸籍抄本又は住民票の抄本により正確に記入すること。 

２ 保護者は、入学願書に記入した者とすること。 

３ 保証人は、独立した生計を営む成年者であること。 

４ 保証人は、在学保証書に定める事項を遵守するものであり、民法（明治２９年法律第 

 ８９号）第４４６条第１項の保証人ではない。 

 

在 学 保 証 書              

年  月  日 

（宛先） 

埼玉県立    高等学校長 

現  住  所             

ふ り が な             
生 徒 氏 名             

年  月  日生 性別  

 

 上記の者（以下「生徒」という。）の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要があると判断した 

 場合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が休学、復学、退学、転学、転籍及び留学（以下「身上の異動」という。）に係る願

い出をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を履行させます。 

現  住  所             

上記生徒との関係             

ふ り が な             
保 護 者 氏 名             

 

 生徒の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒及び保護者への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要がある 

 と判断した場合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が身上の異動に係る願い出をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を

履行させます。 

現  住  所             

上記生徒との関係             

ふ り が な             
保 証 人 氏 名             

 

様式第３（第 19 条関係）

を伴う 



 
 

様
式
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（備考）１ 生徒の氏名、生年月日等は、戸籍抄本又は住民票の抄本により正確に記入すること。 

２ 保証人は、成年者であること。 

３ 保証人は、誓約書に定める事項を遵守するものであり、民法（明治２９年法律第８９

号）第４４６条第１項の保証人ではない。 

 

 

誓 約 書              

 

年  月  日 

（宛先） 

埼玉県立    高等学校長 

 

私は、在学中、学則その他の諸規則の定めを守り、学業に励み生徒の本分に背かないことを誓いま

す。 

 

現  住  所             

ふ り が な             
生 徒 氏 名             

年  月  日生 性別  

 

 上記の者（以下「生徒」という。）の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要があると判断した場 

 合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が休学、復学、退学、転学、転籍及び留学（以下「身上の異動」という。）に係る願い出 

 をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を履行させます。 

 

現  住  所             

上記生徒との関係             

ふ り が な             
保 証 人 氏 名             

様式第４（第 19 条関係）

を伴う 



 

（
埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規
則
の

一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
異
動
届
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

連
帯
保
証
人
を
変
更
し
た
と
き
は
、
前
項
の
異
動
届
の
ほ
か
、
改
め
て
保
証
書
を
教
育
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

保 証 書              

 

（宛先） 

埼玉県教育委員会 

収入印紙

貼り付け

箇 所 

 

修学奨励費借受人 住   所 

氏   名 

私は、上記の者が埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費貸与条例

（以下「条例」という。）の規定により貸与を受ける修学奨励費に係る下記の返還等の債

務については、本人と連帯して負担することを保証します。 

    年  月  日 

 

連帯保証人 氏   名            

生 年 月 日    年  月  日 

住   所            

電 話 番 号            

勤 務 先            

本人との関係            

 

記 

 

１ 修 学 奨 励 費 の 額 月額１万４，０００円 

２ 修学奨励費の貸与期間    年  月  日から   年  月  日まで 

３ 遅 滞 利 息 の 額 修学奨励費の返還事由が生じ、定められた期日までに返還

の債務を履行しなかった場合、条例第１０条の規定により、

返還すべき額に年１０．９５％の割合を乗じて得た額 

様式第４（第１条関係） 



 
 

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る



 

異     動     届 

 

年  月  日  

（宛先） 

 埼玉県教育委員会 

 

本   人 在学学校・学年（貸与決定番号）  

住 所              

氏 名              

法定代理人 住 所              

氏 名              

 

 下記の事項に異動がありましたので、埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程

生徒修学奨励費貸与条例施行規則第８条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

 （本人・法定代理人・連帯保証人） 

 異 動 事 項 異  動  前 異  動  後  

 住 所    

 電 話 番 号    

 氏 名    

 異動の理由    

 注１ 法定代理人の欄は、生徒が未成年者の場合に記入すること。 

  ２ 本人・法定代理人・連帯保証人のいずれかを○で囲むこと。 

  ３ 該当する事項のみ記入すること。 

  ４ 異動事項を証明する書類を添付すること。 

 

 

様式第６（第８条関係） 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


